
令和５年度第３回南区協議会次第 

日時：令和５年６月２３日（金）午後１時３０分から 

会場：南区役所 ３階 大会議室 

１ 開会 

２ 議事 

（１）報告事項 

    ① 馬込川水門の工事実施状況について 

                     【静岡県浜松土木事務所 沿岸整備課】 

② 江之島ビーチコート整備事業手法検討について         

【スポーツ振興課】

③ 区協議会からの意見・要望付き答申への対応状況ついて  

【住宅課】 

（２）協議事項

      令和５年度南区地域力向上事業(区課題解決事業)の提案について 

                                【区民生活課】 

３ その他 

   ・次回の開催予定  

    第４回：令和５年７月２６日（水） 

（午後１時３０分から 南区役所３階大会議室にて） 

   ・第５回：令和５年８月２４日（木） 

（午後１時３０分から 南区役所３階大会議室にて） 

４ 閉会 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 馬込川水門の工事実施状況について

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

 馬込川河口部の津波被害軽減のため、水門の整備工事を

実施中。 

対象の区協議会 南区協議会 

内  容 

現在の整備状況について、南区協議会に報告するもの。 

備 考  

担当課 

静岡県 

浜松土木事務所 

沿岸整備課 

担当者 石田 電話 053-458-7193 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。
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TEL 053-458-7289 E-Mail hamado-engan@pref.shizuoka.lg.jp
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  江之島ビーチコート整備事業手法検討について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

 平成 30 年度に策定した「ビーチ・マリンスポーツ事業

計画」において、江之島地区を「大会誘致ゾーン」に位置

付け、国内最大級のビーチコート整備を進めている。国際

大会、全国大会、ナショナルチームの強化合宿などのビー

チスポーツ利用をはじめ、幅広く公園利用者の活用を促す

ことで、地域活性化や交流人口拡大に寄与する施設整備を

目指す。 

≪経緯≫ 

平成 30 年度 ビーチ・マリンスポーツ事業化計画策定 

令和 2年度 基本計画の策定 

令和 3年度 基本設計の作成 

令和 4年度 土壌調査の実施 

事業手法検討業務の実施 

対象の区協議会 南区協議会 

内  容 

令和 4年度に実施した「江之島ビーチコート整備事業手

法検討業務」において、江之島ビーチコート整備の効果的

かつ効率的な発注工程や運営の検討を行った。 

≪業務内容≫ 

（1）ヒアリング調査 

（2）事業手法の検討 

（3）想定スケジュール 

≪事業の方向性≫ 

設計・解体・施工・運営を一括で発注する方式を想定 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

令和 5、6年度  アドバイザリー業務実施 

令和 6年度   事業者契約 

令和 9年度以降 グランドオープン（全体運営開始） 

担当課 スポーツ振興課 担当者 寺田 電話 457-2421 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



令和５年６月２３日 

 市民部スポーツ振興課 

江之島ビーチコート整備事業手法検討について 

1．調査報告（最終） 

（１）ヒアリング調査 

◎ 民間事業者からは、参画を前向きに検討すると意見が寄せられた。 

≪主な意見≫ 

⇒解体工事を本事業に含めた方が、コスト削減、工事の調整が容易となるメリットがある。 

⇒企業単体での大会誘致は難しいため、ビーチスポーツ競技団体との連携が必要になる。 

⇒運営について、15 年など長期間で公募するならば、参入する価値がある。 

（２）事業手法の検討 

上記のヒアリング調査結果を踏まえつつ、市側、民間側のメリット・デメリットを整理し、

最適な事業手法を検討した。 

◎ 設計・解体・施工・運営を一括で発注する方式を想定 

⇒民間事業者の自らの創意工夫やノウハウを最大限に発揮することができる。 

（３）想定スケジュール 

ヒアリング先 件数 内容 

民間事業者 15 件 事業手法等への意見や参画意向等を調査 

ビーチスポーツ競技団体 5 件 利用状況や本事業への意見・要望を調査 

ビーチコート施設 4 件 維持管理や運営業務におけるノウハウ等を把握 

類似施設(アーバンスポーツ) 4 件 ビーチコートと類似した施設を調査し、運営状況等を把握
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  区協議会からの意見・要望付き答申への対応状況について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

令和４年度に区協議会へ諮問した案件のうち、意見・要望

付きで答申された事項について、その対応状況を報告するも

の。 

令和４年度答申実績（南区） 

 R4 実績 意見付き答申 

答申件数 3 件 1 件

(うち意見数) ― (2 件)

対象の区協議会 南区協議会 

内  容 

令和４年度区協議会諮問案件のうち、意見・要望付きで答

申された事項について、対応状況を取りまとめましたので、

報告いたします。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 住宅課 担当者 加藤 電話 585-1163 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



浜 市 協 第 58 号 

令和５年６月 23 日

南区協議会 様

浜松市長 中野 祐介

区協議会からの意見・要望付き答申への対応状況について

 令和４年度区協議会諮問案件で、意見・要望付きで答申された事項について、下記のと

おり現状等について報告します。

記

１ 市営住宅中田島団地の一部廃止について 

（１）令和４年６月の意見・要望付き答申（令和４年５月諮問案件） 

諮問内容について審議の結果、適切であると認めます。 

なお、本協議会として、次のような意見を申し添えます。 

〈跡地利用について〉 

①人の動きが活発になるような計画策定をお願いしたい。 

②荒れ地にならないような管理をお願いしたい。 

（２）現状の報告 

①跡地については、庁内関係各課と協議の上、活用方針を検討いたします。 

②跡地については、所管課にて適正に管理いたします。 

（住宅課） 
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中田島団地集約事業のあらまし 

１.移転交渉の開始について

（１） 令和４年度から、Ｆブロックの方へ訪問し、移転交渉をさせていただきます。

次に、Ｆブロックの交渉がおおむね終了しましたらＤ・Ｅブロック、さらにそ

の後、Ｃブロックの順で交渉を行います。 

（２） Ｃブロックを全棟廃止するかは未定です。今後の入居状況や移転先の希望を踏

まえて判断します。 

（３） 集約移転先とする住棟は、砂丘会館を中心とするＡ・Ｂブロックとする計画で

す。Ｃブロックの一部を存続し、集約移転先とする場合があります。 

（４） 移転先については、中田島団地内のほか、他の公営住宅や民間住宅への移転に

ついてもご希望をうかがいます。 

２.Ａ～Ｆブロック別配置図 

３.廃止していく住棟 

・令和７年度から令和９年度末までに廃止予定 

Ｆブロック（C26、C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33） 

・令和 13年度以降に廃止予定 

Ｄブロック（C1） 

  Ｅブロック（C17、D18、D19、C20、C21、C22、C23、C24、C25） 

   Ｃブロック（C8、D9、C10、C11）一部又は全部 

４.集約先の住棟（団地内移転先） 

Ａブロック（C12、C13、D14、CD15、C16） 

  Ｂブロック（C2、C3、C4、C5、C6、C7） 

  Ｃブロックの一部（一部存続する場合） 

※裏面につづく 

Ｆブロック 

R9 までに廃止 Ｅブロック 

R13 以降に廃止 Ａブロック 

集約移転先 Ｂブロック 

集約移転先 

Ｄブロック 

R13 以降に廃止 
Ｃブロック 

R13 以降に一部又は全部廃止 

  （一部集約移転先） 

砂丘会館 
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５.今後のスケジュール（予定）

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

Ｆブロック 

Ｄブロック 

Ｅブロック 

Ｃブロック 

Ａブロック 

Ｂブロック 

用途廃止⇒解体予定  

６.入居状況一覧（令和 4年 4月 1日現在） 

ブロック Ｆ Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

棟数 8  9  5  6  4  1  33  

部屋数 240  250  190  162  140  20  1,002  

入居戸数 98  100 89  89  62  9  447  

入居率 40.8% 40.0% 46.8% 54.9% 44.3% 45.0% 44.6% 

空き部屋 142 150 101 73 78 11 555 

移転交渉 用途廃止

移転交渉 用途廃止

移転交渉

外壁塗装・屋上防水改修工事（棟ごとに順次施工）

外壁塗装・屋上防水改修工事（棟ごとに順次施工）

次期計画 
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「地域力向上事業」とは？ 

地域力向上事業は、住みよい地域社会を実現するため、区

の特性を活かした事業や、区の課題を解決するための事業を

実施するものです。 

① 市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

② 区民活動・文化振興事業 

③ 区課題解決事業 

の３つの事業区分があり、①は、市民の皆さんが主体とな

って行う事業、②と③は、市民の皆さんとの協働により、市

が主体となって行う事業です。 
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① 補助対象になるのはどんな団体？どんな事業？ 

３人以上で構成され、市内に住所を有するまたは市内で活動する法人その他グループ

で、申請の時点で市税の未納がない団体が補助対象です。 

  次のいずれかに該当する公益性のある事業。 

(1) 地域コミュニティづくりに関する事業 

(2) 安全安心な地域づくりに関する事業 

(3) 生活改善及び生活環境の向上に関する事業 

(4) 文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業 

(5) 健康・福祉の向上に関する事業 

(6) 地域の特性を活かしたまちづくり事業 

ただし、対象外となる事業もあります。 

② 対象期間や採択回数は？ 

＜対象期間＞ 

  該当する年度の４月１日～３月 31 日 

＜採択回数＞ 

 最大３回 

③ 補助金額について 

  事業実施に必要な経費のうち、補助金の交付対象となる経費に対して、初年度は 50％

以内、二ヶ年目は 40％以内、三ヶ年目は 25％以内を補助します。（二ヶ年目以降は事業を

継続して実施する場合。） 

※ 補助金額は予算の範囲内とし、上限額は 200 万円です。 

採択回数 初回 再度 再々度 

補助率 50％以内 40％以内 25％以内 



第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 令和５年度 南区地域力向上事業（区課題解決事業）について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業とは、市民協働の手法により住みよい地域

社会を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を活か

した事業や課題を解決する事業である。 

○協働センターが実施する課題解決事業 

対象の区協議会 南区協議会 

内  容 

別紙のとおり 

 「地域愛称マップで巡る可美散歩×ごみ拾い」の開催

（実施する協働センター：可美協働センター）

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

担当課 
南区区民生活課 

可美協働センター 
担当者 門奈 電話 440-0007 



地域愛称マップで巡る可美散歩×ごみ拾い
令和５年度 予算費 ９８千円

• 世代交代や核家族化の進行により、地域の地名や

史跡等の由来が継承され難くなっている

• コロナ禍の長期化により地域との繋がりが希薄化

• 新型コロナの感染状況が落ち着いてきたことで、

外出意欲が改善も、「きっかけ」がない

• 家の前でもタバコのポイ捨てや犬のフンを放置す

る人がおり、困っているとの声がある

• 地域を知り、地域と繋がることで、地域に対す

る愛着が育まれる

• 運動習慣の定着は健康寿命の延伸が期待される

• 町の美化により、ポイ捨てがポイ捨てを呼ぶこ

とを未然に防ぎ、住環境が好循環する

だれが対象 可美地区の地域住民 ※20～30人規模を想定する

いつやるか 可美地区体育振興会、地域の自治会等の地域団体と調整の上、実施時期を選定する

どこでやるか 可美総合公園を出発・到着とする可美地域全体を対象とする

なにをやるのか 地域の史跡を徒歩で巡る⇒車や自転車などの移動が目的ではない目線で見ることで、日常
生活とは違う、気づきを得るきっかけとする

訪れる史跡についての学習⇒実際に訪れる史跡について、学ぶことでより理解が深める
ウォーキングをしながらのごみ拾い⇒自らの地域のポイ捨て事情を実感し、意識の向上を図る
参加者には、事業の趣旨に沿った参加賞を用意する

なぜやるのか 知識、健康、環境の側面を体験通して、地域への愛着の醸成を目指す

地域力向上事業 （課題解決事業）

⇒幅広い世代が参加できる
⇒始めやすく、運動習慣の
最初の一歩として適して
いる

実感
⇒どれくらいごみが落ち
ている？
⇒どんなものがポイ捨て
されている？

⇒机上の知識から直接
訪れることで、興味
・関心を喚起
⇒身に即した知識は、
人に伝えたくなる

地域を知る

健康な身体

良好な住環境

机上の知識だけでは、

体験がないため、
シビックプライドの醸成は限定的


